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平 成 ３ ０ 年 

 

赤平市議会第４回定例会会議録（第１日） 

 

                         １２月１１日（火曜日）午前１０時００分 開 会 

                                    午前１１時３７分 散 会 

 

 〇議事日程（第１号） 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名      

  日程第 ２ 会期決定の件          

  日程第 ３ 諸般の報告           

  日程第 ４ 市政の報告（市長・教育長）   

  日程第 ５ 選挙第 １７号 副議長の選挙に 

        ついて             

  日程第 ６ 選挙第 １８号 石狩川流域下水 

        道組合議会議員の選挙について  

  日程第 ７ 選挙第 １９号 中空知衛生施設 

        組合議会議員の選挙について   

  日程第 ８ 議案第３６５号 赤平市議会委員 

        会条例の一部改正について    

  日程第 ９ 議案第３５３号 赤平市特別職の 

        給与に関する条例の一部改正につ 

        いて              

  日程第１０ 議案第３５４号 赤平市職員の給 

        与に関する条例の一部改正につい 

        て               

  日程第１１ 議案第３５５号 赤平市ふるさと 

        ガンバレ応援寄附条例の一部改正 

        について            

  日程第１２ 議案第３５６号 赤平市水道布設 

        工事監督者の配置基準及び資格基 

        準並びに水道技術管理者の資格基 

        準に関する条例等の一部改正につ 

        いて              

  日程第１３ 議案第３５７号 平成３０年度赤 

        平市一般会計補正予算      

  日程第１４ 議案第３５８号 平成３０年度赤 

        平市国民健康保険特別会計補正予 

        算               

  日程第１５ 議案第３５９号 平成３０年度赤 

        平市後期高齢者医療特別会計補正 

        予算              

  日程第１６ 議案第３６０号 平成３０年度赤 

        平市下水道事業特別会計補正予算 

  日程第１７ 議案第３６１号 平成３０年度赤 

        平市介護保険特別会計補正予算  

  日程第１８ 議案第３６２号 平成３０年度赤 

        平市水道事業会計補正予算    

  日程第１９ 議案第３６３号 平成３０年度赤 

        平市病院事業会計補正予算    

  日程第２０ 議案第３６４号 人権擁護委員の 

        推薦について          

  日程第２１ 報告第 ３８号 専決処分の報告 

        について            

 

 〇本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名      

  日程第 ２ 会期決定の件          

  日程第 ３ 諸般の報告           

  日程第 ４ 市政の報告（市長・教育長）   

  日程第 ５ 選挙第 １７号 副議長の選挙に 

        ついて             

  日程第 ６ 選挙第 １８号 石狩川流域下水 

        道組合議会議員の選挙について  

  日程第 ７ 選挙第 １９号 中空知衛生施設 

        組合議会議員の選挙について   

  日程第 ８ 議案第３６５号 赤平市議会委員 

        会条例の一部改正について    

  日程第 ９ 議案第３５３号 赤平市特別職の 
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        給与に関する条例の一部改正につ 

        いて              

  日程第１０ 議案第３５４号 赤平市職員の給 

        与に関する条例の一部改正につい 

        て               

  日程第１１ 議案第３５５号 赤平市ふるさと 

        ガンバレ応援寄附条例の一部改正 

        について            

  日程第１２ 議案第３５６号 赤平市水道布設 

        工事監督者の配置基準及び資格基 

        準並びに水道技術管理者の資格基 

        準に関する条例等の一部改正につ 

        いて              

  日程第１３ 議案第３５７号 平成３０年度赤 

        平市一般会計補正予算      

  日程第１４ 議案第３５８号 平成３０年度赤 

        平市国民健康保険特別会計補正予 

        算               

  日程第１５ 議案第３５９号 平成３０年度赤 

        平市後期高齢者医療特別会計補正 

        予算              

  日程第１６ 議案第３６０号 平成３０年度赤 

        平市下水道事業特別会計補正予算 

  日程第１７ 議案第３６１号 平成３０年度赤 

        平市介護保険特別会計補正予算  

  日程第１８ 議案第３６２号 平成３０年度赤 

        平市水道事業会計補正予算    

  日程第１９ 議案第３６３号 平成３０年度赤 

        平市病院事業会計補正予算    

  日程第２０ 議案第３６４号 人権擁護委員の 

        推薦について          

  日程第２１ 報告第 ３８号 専決処分の報告 

        について            

 

 〇出席議員  ８名 

        １番  木 村   恵 君 

        ２番  五十嵐 美 知 君 

        ４番  竹 村 恵 一 君 

        ５番  若 山 武 信 君 

        ６番  向 井 義 擴 君 

        ７番  伊 藤 新 一 君 

        ８番  御家瀬   遵 君 

        ９番  北 市   勲 君 

 

 〇欠席議員  ０名 

 

 〇欠  員  ２名 

 

 〇説 明 員 

  市      長  菊 島 好 孝 君 

  教育委員会教育長  多 田   豊 君 

  監 査 委 員  早 坂 忠 一 君 
  選挙管理委員会            
            壽 崎 光 吉 君 
  委 員 長            
 
  農業委員会会長  中 村 英 昭 君 
                       
  副 市 長  伊 藤 嘉 悦 君 

  総 務 課 長  熊 谷   敦 君 

  企 画 課 長  畠 山   渉 君 

  財 政 課 長  尾 堂 裕 之 君 

  税 務 課 長  田 村 裕 明 君 

  市 民 生 活 課 長  町 田 秀 一 君 

  社 会 福 祉 課 長  野 呂 道 洋 君 

  介護健康推進課長  千 葉   睦 君 

  商工労政観光課長  林   伸 樹 君 

  農 政 課 長  若 狹   正 君 

  建 設 課 長  高 橋 雅 明 君 

  上 下 水 道 課 長  杉 本 悌 志 君 

  会 計 管 理 者  蒲 原 英 二 君 
 
  あかびら市立病院            
            永 川 郁 郎 君 
  事 務 長            
                       
  教 育 学校教育            
            大 橋   一 君 
  委員会 課  長 
 
      社会教育            
   〃        伊 藤 寿 雄 君 
      課  長            
                       
  監 査 事 務 局 長  中 西 智 彦 君 
                       
  選挙管理委員会            
            梶   哲 也 君 
  事 務 局 長            
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  農 業 委 員 会            
            若 狹   正 君 
  事 務 局 長            

 

 〇本会議事務従事者 

  議 会 事務局長  井 波 雅 彦 君 
 
      総務議事            
   〃        安 原 敬 二 君 
      係  長            
 
      総  務            
   〃        野 呂 律 子 君 
      議 事 係            
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（午前１０時００分 開 会） 

〇議長（北市勲君） これより、平成30年赤平市議

会第４回定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第１ 会議録署名議員の

指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、

議長において、７番伊藤議員、８番御家瀬議員を指

名いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第２ 会期決定の件を議

題といたします。 

 今期定例会の会期は、本日から14日までの４日間

といたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から14日までの４日間と決定

いたしました。 

                       

〇議長（北市勲君） この際、ご報告いたします。 

 去る11月６日、植村議員から一身上の都合により

議員を辞職したいとの願いが提出されましたので、

地方自治法第126条の規定により、同日付これを許可

いたしましたので、ご報告いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第３ 諸般の報告であり

ます。 

 事務局長に報告させます。事務局長。 

〇議会事務局長（井波雅彦君） 報告いたします。 

 諸般報告第１号ですが、市長から送付を受けた事

件は13件であります。 

 議会が行う選挙は３件であります。 

 議員から送付を受けた事件は１件であります。 

 本会議に説明のため出席を求めた者につきまして

は、記載のとおりであります。 

 次に、議長報告でありますが、平成30年第３回定

例会以降平成30年12月10日までの動静につきまして

は、記載のとおりであります。 

 次に、例月現金出納検査の結果でありますが、監

査委員報告書の概要を記載してあります。 

 次に、本日の議事日程につきましては、第１号の

とおりであります。 

 次に、議員の出欠席の状況ですが、本日は全員出

席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第４ 市政の報告であり

ます。 

 一般行政について報告を求めます。市長。 

〇市長（菊島好孝君） 〔登壇〕 前定例会以降の

市政の概要につきましてご報告をさせていただきま

す。 

 初めに、全国及び北海道市長会の動向につきまし

て申し上げます。10月17日に平成30年秋季北海道市

長会定期総会が伊達市で開催されまして、人口減少

の歯どめや暮らしやすい地域づくりを目指すまち・

ひと・しごと創生法が施行されたことに伴いまして

地方自治体が作成した地方版総合戦略を真に実効性

の伴ったものにするため、国がみずからの役割と責

任について明確なビジョンを示し、地方とともに総

力を挙げて取り組むことを求める地方創生に関する

決議を採択したところでございます。北海道は、我

が国最大の食料基地として良質な農畜産物を安定的

に生産、供給しておりまして、農林水産業が地域の

基幹産業を担い、食品加工や流通、観光など多くの

産業と密接に関連しております。本道にとりまして

生産者や関係者が安心して経営に取り組むことがで

きる支援策を講ずるため、日欧経済連携協定ＥＰＡ

など自由貿易交渉において国内農林水産業の振興が

損なわれないよう対応することを求めたところであ

ります。 

 ＪＲ北海道への国の支援に関する内容が初めて決

議されたところでありますが、経営再建に向けた抜

本的な見直しについて求めるとともに、各首長が路



 －17－ 

線の維持存続に向け一丸となって取り組む姿勢を示

したところであります。北海道の多くの自治体は、

税収基盤が脆弱な上に全国に比べ景気や雇用回復に

おくれが見られるなど厳しい社会経済状況のもと

で、職員の削減等徹底した行財政改革に取り組む一

方、急速に進む少子高齢化社会に対応した福祉、医

療サービスの充実や地域経済の振興など、地域住民

の安全と安心を確保するため、地方行財政、社会保

障制度改革、エネルギー政策と原子力発電に関する

決議が採択され、11月15日、国会議員並びに関係省

庁に対して要望が行われたところであります。 

 次に、過疎地域の振興に関する中央要請について

申し上げます。11月15日に全国過疎地域自立促進連

盟北海道支部において、過疎地域自立促進特別措置

法の見直しに関する要望及び平成31年度過疎対策関

係政府予算、施策に関する要望として、地方創生と

人口減少の克服、過疎対策事業債の必要額の確保、

住民が安心、安全に暮らせる生活基盤の確立など、

道内選出国会議員に対し要請を行ってきたところで

ございます。 

 次に、平成30年度赤平市表彰式について申し上げ

ます。11月３日、文化の日に、ご来賓多数のご出席

を賜りまして、交流センターみらいを会場に平成30

年度赤平市表彰式を挙行いたしました。功労表彰に

２名、功績表彰に１名、善行表彰に１団体、さらに

勤続表彰につきましては約30年勤続の１名、15年勤

続の２名の方々にそれぞれ市民を代表し、敬意と感

謝の意を表したところでございます。表彰を受けら

れた方々は、これまで市勢の振興と発展のため、そ

れぞれの分野で多大なご貢献を賜ったところであり

ますが、今後におきましても健康にご留意され、な

お一層市勢発展のためお力添えとご指導をお願い申

し上げる次第でございます。 

 次に、住民懇談会の開催について申し上げます。

本年度から年１回といたしました住民懇談会につき

ましては、10月９日から11月８日にかけて市内７会

場で開催し、計117名の市民の皆様にご参加をいただ

いたところでございます。今回の住民懇談会では、

平成31年度予算に反映する町内要望や市民の皆様が

日ごろ感じている市政やまちづくりに対するご意見

等をお聞かせいただきました。特に地域公共交通、

災害対策、高齢者福祉につきましてさまざまなご意

見等をいただき、今後の行政運営の参考としていく

所存でございます。また、今回の懇談会でも全課長

職を出席することとして、市民の考えをじかに認識

していただいたほか、全職員に対して内容を周知し

ておりまして、今後新年度予算編成作業過程等の中

で検討を進めてまいりたいと思っております。 

 次に、赤平市総合防災訓練について申し上げます。

防災月間期間中でありました９月29日に、東大町、

大町、赤間４区、本町、錦町、泉町地区を対象とい

たしまして交流センターみらいを会場に、市職員、

消防職員、消防団員を初め、赤歌警察署、陸上自衛

隊、対象地区の住民など約160名の参加をいただき、

赤平市総合防災訓練を実施いたしました。本訓練は、

北海道上空には前線を伴った低気圧が停滞、活発化

し、空知地方では断続的に雨が降り続き、今後も大

雨が予想され、赤平市には大雨警報が発表されてお

り、空知川赤平水位観測所の河川水位は氾濫危険水

位を超過しているとの想定によりまして、災害対策

本部員会議訓練のほか、住民避難訓練、避難所開設

運営訓練などを実施したところでございます。９月

６日には平成30年北海道胆振東部地震が発生し、ま

た近年異常気象等による局地的な大雨や落雷、ひょ

う、竜巻やダウンバーストなどの激しい突風現象に

よる被害が各地で発生している状況から、防災体制

の一層の強化を図り、万が一災害が発生した場合に

おいても訓練の経験が被害の軽減の一助になればと

考えているところであります。今後におきましても、

市民の生命、身体及び財産を守る防災活動について

日ごろから消防、警察、自衛隊等関係機関との連携

強化を図り、災害に強い安全で安心なまちづくりに

向け、積極的に取り組んでまいります。 

 次に、第９回赤平産業フェスティバルについて申

し上げます。赤平市の産業の振興を図るため、農業、

商業、工業の３者が連携し、ものづくりが息づく赤
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平をＰＲする第９回赤平産業フェスティバルを10月

13日に開催いたしました。会場につきましては総合

体育館に会場を移し、３回目の開催となりましたが、

雨風や寒さの心配がなく、会場の利点を生かし、来

場者の滞在時間を延ばすイベントとしてわくわくタ

イムセールを実施し、非常に好評であったところで

あります。そのほか、農産物の販売や各商店の出店、

各企業の展示、赤平産そば打ち体験など、農商工が

連携しＰＲを行ったほか、餅まき、大抽せん会、赤

平新米ＰＲなど、多くの来場者に喜んでいただける

イベント内容を実施したところであります。おかげ

さまで昨年を上回る5,000人の来場者があり、開催に

当たりご尽力をいただいた関係諸団体、協賛いただ

きました企業、応援してくださった市民の皆様に深

く感謝を申し上げます。今後は、さらに市民の皆様

に喜んでいただけるよう、また赤平の地場産品を広

くＰＲして赤平の魅力を発信できるイベントを目指

してまいります。 

 次に、平成30年度東京赤平会総会について申し上

げます。主に首都圏在住の赤平出身者並びに赤平に

ゆかりのある方々で組織しております東京赤平会の

平成30年度総会及び交流会が10月27日、東京都内で

開催され、44名の方々が参加されました。総会では、

平成29年度の決算、平成30年度の事業計画について

ご審議いただき、滞りなく総会を終えることができ

ました。残念ながら私は出席することができません

でしたが、ふるさと納税のお礼と東京赤平会の皆様

が思いを寄せていただいているふるさと赤平を守っ

てまいりたいというメッセージをお送りさせていた

だいたところであります。総会終了後には交流会が

行われ、特産品ＰＲと赤平特産品小包セットの販売

開始についてもＰＲを行ってきたところでございま

す。また、市内企業からの多大なご協力を得て行っ

た大抽せん会は会員皆様に大変好評をいただき、盛

会のうちに終了いたしました。 

 次に、第51回赤平市社会福祉大会について申し上

げます。11月18日、交流センターみらいにおいて、

福祉関係者や町内会の代表者など市民約130人が参

加し、第51回赤平市社会福祉大会を開催したところ

でございます。初めに、これまで福祉関係にご貢献

いただいた５名の方に市長感謝状を贈呈し、続いて

永年市内の福祉事業にご貢献された方や高額の寄附

をされた法人、健康な高齢者に対して表彰が行われ

ました。引き続き、さわやか福祉財団の高木悟氏を

講師に招き、「支え合い、お互い様のあったかい地

域づくりに向けて」と題してご講演いただき、大会

を終了したところであります。 

 次に、第51回赤平市金婚式について申し上げます。

10月11日、交流センターみらいにおいて、市及び社

会福祉協議会の共催により第51回金婚式を開催した

ところでございます。結婚50年の節目をご夫婦で迎

えられ、円満な家庭生活を営み、さらには社会に多

くのご功績を残されたご夫婦に対しまして永年のご

労苦をねぎらうとともに、今後ますますのご健勝を

祈念いたしました。該当者17組のうち、当日は４組

のご夫妻に出席をいただき、金婚の章を贈呈したと

ころであります。 

 次に、交通安全運動について申し上げます。９月

21日から30日までの10日間にわたり秋の全国交通安

全運動が展開され、市民の皆様のご協力をいただき

ながら、早朝の街頭啓発には延べ1,137名以上のご参

加をいただき、交通安全運動を展開したところであ

ります。９月15日から９月28日までは赤平市交通安

全推進協議会の主催により園児、児童を対象とした

交通安全ポスター展を交流センターみらいにて開催

し、９月28日には各交通安全関係団体の協力のもと、

交通事故死ゼロを目指す日にちなんで交通安全ポス

ター展表彰式を開催し、多くの市民の皆様方に対し

交通安全の意識高揚に努めたところでございます。

また、10月15日から21日までは秋の輸送繁忙期交通

安全運動、11月７日には節目であります交通事故死

ゼロ1,800日を達成し、11月11日から20日まで冬の交

通安全運動を展開いたしました。これから本格的な

冬を迎え、降雪等により路面状態が著しく変化し、

スリップ等に起因する冬型事故の発生が懸念される

ことから、交通安全関係団体と連携を図りながら、
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交通事故による犠牲者を出さないためにも市民の皆

様とともに交通事故の防止に取り組んでまいりま

す。また、年末年始にかけ、飲酒の機会もふえます

ことから、飲酒運転の撲滅に向け、交通安全の意識

高揚と啓発に努め、交通事故撲滅に向けて取り組ん

でまいります。 

 最後に、工事の進捗状況につきましては別紙のと

おりでございます。 

 以上、市政の概要につきましてご報告を申し上げ

ましたが、ご了承のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

〇議長（北市勲君） 次に、教育行政について報告

を求めます。教育長。 

〇教育長（多田豊君） 〔登壇〕 前定例会以降の

教育行政の概要についてご報告いたします。 

 初めに、学校教育関係について申し上げます。最

初に、赤平市立赤平中学校新校舎落成式についてで

あります。11月10日、新校舎建設にご尽力いただい

た関係者の皆様、同窓生や地域の皆様など多くの方

々にお集まりをいただき、新校舎の落成をお祝いし

ていただきました。新校舎での生活は約４カ月ほど

たちますが、生徒会長の挨拶、全校合唱や吹奏楽部

の演奏により、改めて校舎建設にかかわった方々へ

の感謝の気持ちをあらわしました。また、新校舎落

成の記念として、赤平市出身の書家、石飛博光様よ

り「万里一空」など書５点を寄贈していただき、校

内に掲げたところです。なお、この新校舎では、こ

れからも赤平市の中学校教育の伝統を受け継ぐとと

もに、赤平市のシンボルとして発展させてまいりま

す。 

 次に、赤平市立小学校統合についてであります。

８月９日に発足した統合準備委員会をこれまでに３

回開催し、３小学校の沿革を閉じ、新しい小学校と

しての沿革を刻む、また校名は赤平市立赤平小学校

とするという統合準備委員会としての結論を出した

ところです。今後におきましては、校歌、校章、通

学体制及び施設整備に関することなどを協議してい

ただき、小学校統合を円滑に進めてまいります。 

 次に、文部科学省の全国学力・学習状況調査の結

果についてであります。本市の調査結果につきまし

ては、改善の傾向はあるものの依然として憂慮すべ

き状況でありますが、本市の学力向上策では、この

全国学力・学習状況調査のみならず、市内の小学校

２年生から中学校３年生までを対象とした標準学力

検査も実施しており、この結果も経年的に把握、検

証し、学校教育における指導に資する確かなよりど

ころとして活用するなど、赤平市の学力向上策は一

定の前進が見られております。市教委といたしまし

ては、赤平市民に対する説明責任があることと学力

の向上には学校ばかりではなく家庭、そして地域全

体で育むものとの観点から、全市的な協力を求める

ことが肝要と考え、市教委独自で公表することとし

て、広報あかびら12月号折り込みチラシにより市民

周知を図ったところです。また、市ホームページで

は、全国学力・学習状況調査のみならず、標準学力

検査の結果につきましてもあわせて掲載しておりま

す。今後とも本市の子供たちの学力の向上にご理解、

ご協力くださいますようお願いいたします。 

 また、文部科学省による全国体力・運動能力、運

動習慣等調査につきましては、本年度も小学校５年

生と中学校２年生の全ての児童生徒を対象に行わ

れ、実施した調査資料につきましては北海道教育委

員会を通じて文部科学省に報告いたしました。本市

の体力向上策としては、全ての小中学校の全学年で

新体力テストの取り組みを行っております。また、

北海道教育委員会による結果公表につきましても、

全国学力・学習状況調査同様同意することとしてお

ります。 

 次に、赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略の

施策であります公設塾の開設についてであります。

９月に開設した小学生対象の子ども塾につきまして

は、茂尻児童館は24名、豊里児童センターは27名、

文京児童館は63名の登録があり、本市全児童の約35

％の児童が子ども塾に通っております。また、交流

センターみらいにおける中学生対象の公設学習塾に

つきましては、赤平中学校全生徒の約20％に当たる
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32名の生徒が通っております。いずれの会場におき

ましても、講師による指導を中心に学習活動が行わ

れるとともに、友達同士で教え合ったり、あるいは

上級生が下級生に教えたりなど、楽しく学んでいる

姿も見ることができ、学力の向上並びに学校以外で

の学習習慣の定着化につながるものと期待している

ところです。 

 次に、小学校の学習発表会についてであります。

市内３つの小学校において、９月30日には豊里小学

校、10月７日には茂尻小学校、そして14日は赤間小

学校のそれぞれで学習発表会が行われました。どの

学校でも子供たちが皆仲よく伸び伸びと、そしてに

ぎやかに一生懸命取り組んだ発表に大勢の保護者、

家族から温かい声援が寄せられておりました。 

 関連しまして、交流センターみらいで開催された

市民総合文化祭では、赤平市教育研究推進協議会の

取り組みの一環として展示部門では全小中学校の作

品の展示があったほか、芸能部門では赤平中学校吹

奏楽部の発表があり、日ごろの学校教育の一端を市

民の方々に披露いたしました。 

 次に、11月18日、赤平幼稚園の発表会が行われ、

今年度前半の幼稚園教育の集大成としての発表が行

われ、園児一人一人に両親や祖父母など大勢の家族

が愛情あふれる視線を送る中、終始和やかな発表会

でありました。 

 また、11月19日には株式会社いたがき様より、板

垣英三会長の叙勲受章記念及び国道沿いの景観整備

として、赤平幼稚園近くに植栽工事一式を含むシラ

カバ高木15本を寄贈していただきました。 

 次に、学校給食センター関係であります。11月28

日に、市内で米の減農薬栽培に取り組んでおられま

す生産者組織、ベストライス赤平様より、ことしで

６年目となりますが、本市に対して新米ゆめぴりか

１トンを寄贈していただきました。そのうち学校給

食センターには540キロの配付を受けましたので、１

月の給食だよりにおいて使用する日をお知らせし、

子供たちに赤平の安全、安心なお米を食べてもらい

ます。また、学校給食センターに対してＪＡたきか

わゆめぴりか生産部会赤平支部様より米飯給食１日

分の新米ゆめぴりかを寄贈していただきましたの

で、あわせて給食だよりでお知らせの上、大切に使

用させていただきます。 

 次に、社会教育関係について申し上げます。初め

に、９月８日から10月８日の間の土、日曜日、祭日

に、旧住友赤平炭鉱坑口浴場を中心に赤平アートプ

ロジェクトが開催されました。札幌市立大学の教授、

学生と北海道大学の学生による芸術作品を展示し、

ガイダンス施設、立坑自走枠工場の見学も行いまし

た。さらに、11月４日には、ガイダンス施設及び駐

車場を利用して食のＴＡＮｔａｎまつりを開催しま

した。炭鉄港トークを初め、地元大手４山のＯＢの

方によるトーク、写真展、鈴井貴之氏のトークと地

元及び三笠市、夕張市、美唄市、歌志内市、芦別市

の飲食店による炭鉱に縁のある食品の出展、そして

ガイドつき炭鉱遺産見学などを行いました。こうし

たさまざまな事業展開によりまして、ガイダンス施

設開設後11月末現在の来場者数は6,300人を超えて

いる状況です。 

 また、10月20日から21日に、交流センターみらい

において平成30年度赤平市民総合文化祭が開催され

ました。短歌、俳句、川柳、美術、陶芸、写真、絵

手紙、書道、生け花など、大人や子供たちの作品展

示のほか、芸能部門の発表としては赤中吹奏楽、ク

ラシックバレエ、踊り、詩吟、カラオケ、ハーモニ

カ演奏などが行われ、関係者はもとより多くの市民

にも鑑賞していただき、盛会裏に終了いたしました。 

 次に、11月10日、総合体育館において第32回あか

びら子どもまつりを開催いたしました。本年度も芦

別市、歌志内市を含む子供たちと保護者の参加、地

元の社会教育委員、社会福祉協議会、かあさん食堂

ぼらん亭の皆様に準備及び運営等に対するご協力を

いただきました。子供たちは自主性と協調性を図り、

楽しみながら運営活動を行いましたが、今回の来場

参加人数につきましては子供237名、大人154名、計

391名となりました。 

 また、11月22日、交流センターみらいにおいて赤
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平市ＰＴＡ連合会研究大会が開催されました。北海

道医学技術専門学校の菅沼肇理事を講師として、

「みずから生きる子供に育てる」をテーマに、学習

習慣の定着、生活リズムの改善、学校との連携とい

ったみんなで始める３つの習慣について学ぶ場とな

りました。 

 次に、東公民館関係について申し上げます。９月

14日から10月19日の間の金曜日に呼吸法や体幹運動

を学ぶヨガ講座を開催し、高齢者を中心に延べ76名

の参加となりました。また、機会事業といたしまし

て、10月10日に手づくり漬物講座を開催し、10名の

参加となり、楽しく学ぶことができました。 

 次に、社会体育関係について申し上げます。本年

度も市民プールにつきましては９月30日をもって終

了となりましたが、利用者数につきましては6,835

名となりました。また、体育事業につきましては、

総合体育館において10月28日に第20回市長杯争奪ミ

ニバレーボール大会を開催し、11チーム51名が参加

し、熱戦を繰り広げていただきました。さらに、11

月18日には第19回赤平軽スポーツ大会を開催し、25

名の参加により的を射るスポーツ吹き矢を行いまし

た。 

 次に、図書館について申し上げます。10月13日、

総合体育館ロビーにおいて、赤平産業フェスティバ

ルの開催時にあわせて、８回目となります古本フェ

スタを読書週間行事の一つとして開催し、図書館で

除籍となった一般図書、絵本等約1,000冊を無償で提

供いたしました。 

 また、ことしで38回目の赤平市読書感想文コンク

ールを行い、今回は小学生55名、中学生11名、計66

名の応募をいただき、社会教育委員による審査の結

果27作品が入賞作品として選ばれました。 

 以上、教育行政の概要についてご報告させていた

だきましたが、ご了承のほどよろしくお願い申し上

げます。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第５ 選挙第17号副議長

の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法については、地方

自治法第118条第２項の規定により、指名推選にいた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決

定いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、議長

が指名することにいたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議長が指名することに決定いたしました。 

 副議長に五十嵐議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長が指名いたしま

した五十嵐議員を副議長の当選人と定めることにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました五十嵐議員が

副議長に当選されました。 

 ただいま副議長に当選されました五十嵐議員が議

場におられますので、会議規則第31条第２項の規定

により告知をいたします。 

 副議長に当選されました五十嵐議員からご挨拶が

あります。五十嵐議員、登壇の上、副議長就任のご

挨拶をお願いいたします。 

〇副議長（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ただいま議

員の皆様より副議長のご推挙をいただき、身に余る

光栄と心より感謝申し上げますとともに、責任の重

さを感じているところでございます。もとより浅学

非才の身ではありますが、北市議長のもと、補佐役

として微力ではございますが、公正かつ円滑に議会

が前進できるよう取り組んでまいりますので、議員

の皆様、そして参与席の皆様、今後におきましても

ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ、副

議長の就任の挨拶とさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
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〇議長（北市勲君） 日程第６ 選挙第18号石狩川

流域下水道組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法については、地方

自治法第118条第２項の規定により、指名推選にいた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決

定いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、議長

が指名することにいたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議長が指名することに決定いたしました。 

 石狩川流域下水道組合議会議員に若山議員を指名

いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長が指名いたしま

した若山議員を石狩川流域下水道組合議会議員の当

選人と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました若山議員が石

狩川流域下水道組合議会議員に当選されました。 

 ただいま石狩川流域下水道組合議会議員に当選さ

れました若山議員が議場におられますので、会議規

則第31条第２項の規定により告知をいたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第７ 選挙第19号中空知

衛生施設組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法については、地方

自治法第118条第２項の規定により、指名推選にいた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決

定いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、議長

が指名することにいたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議長が指名することに決定いたしました。 

 中空知衛生施設組合議会議員に若山議員を指名い

たします。 

 お諮りいたします。ただいま議長が指名いたしま

した若山議員を中空知衛生施設組合議会議員の当選

人と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました若山議員が中

空知衛生施設組合議会議員に当選されました。 

 ただいま中空知衛生施設組合議会議員に当選され

ました若山議員が議場におられますので、会議規則

第31条第２項の規定により告知をいたします。 

                       

〇議長（北市勲君） この際、ご報告をいたします。 

 五十嵐議員から議会運営委員会委員の辞任の申し

出があり、委員会条第13条に基づき、議長において

辞任を許可することに決定いたしました。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第８ 議案第365号赤平市

議会委員会条例の一部改正についてを議題といたし

ます。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。竹村議

員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 議案第365号赤平

市議会委員会条例の一部改正について、提案理由の

説明を申し上げます。 

 本案件につきまして、赤平市議会会議規則第14条

の規定により、多数賛成者の署名を付してご提案申

し上げます。 

 第３条第２項、議会運営委員会委員の定数を７名

から６名に改正するものであります。 

 附則といたしまして、この条例は、平成30年12月
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11日から施行するものであります。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） これより、質疑に入ります。

質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第365号については、会議規則第36条第３項の

規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第365号については、委員会の付託を

省略することに決定いたしました。 

 これより、討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、議案第365号について採決をいたしま

す。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり可決されました。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第９ 議案第353号赤平市

特別職の給与に関する条例の一部改正について、日

程第10 議案第354号赤平市職員の給与に関する条

例の一部改正についてを一括議題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。総務課

長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 〔登壇〕 議案第353号及

び議案第354号につきまして、関連いたしますので、

一括してご説明をさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

 人事院は、８月10日、国会及び内閣に対しまして

国家公務員の給与の改定を勧告いたしました。この

勧告を受けまして、政府は11月６日の閣議決定にお

いて国家公務員の給与改定に関する取り扱いを勧告

どおり実施することを決定し、第197回国会に給与法

案を提出し、本案は可決され、11月30日に公布され

たところでございます。 

 本年の給与勧告の主な内容といたしましては、民

間給与との較差0.16％を解消するため、初任給につ

いては1,500円引き上げ、若年層につきましても

1,000円程度の改定とし、その他についてはそれぞれ

400円の引き上げを基本に平均改定率0.2％とし、平

成30年４月１日より実施することとしております。

期末、勤勉手当につきましては、民間の支給割合が

4.46月となり、現行4.40月を上回っていることから、

民間の支給割合に見合うように4.45月分に引き上

げ、勤勉手当に配分するものとして、法律の公布の

日より実施するものとしています。このことから、

今般赤平市特別職の給与に関する条例及び赤平市職

員の給与に関する条例の一部改正を行うものでござ

います。 

 初めに、議案第353号赤平市特別職の給与に関する

条例の一部改正の内容につきまして、別紙参考資料

の対照表によりご説明を申し上げます。 

 第１条関係につきましては、第６条第３項の期末

手当の規定でございますが、本年度既に６月に2.125

月分を支給しておりますことから、人事院勧告に準

じ4.45月とするため、12月分で調整し、12月に支給

する場合の支給率100分の227.5を100分の232.5とす

るため、字句を改めるものでございます。 

 なお、第６条第３項の規定につきましては、教育

長にも適用されるとともに、赤平市議会の議員の報

酬及び費用弁償等に関する条例第６条第２項で準用

する規定がありますことから、議会の議長、副議長

及び議員にも適用されることとなるものでございま

す。 

 第２条につきましては、第１条で第６条第３項の

規定について改正したところでありますが、人事院

勧告に準じ、６月期及び12月期を均等とするために
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100分の222.5に字句を改めるものでございます。 

 附則でございますが、第１項といたしまして、こ

の条例は公布の日から施行し、第２条の規定は平成

31年４月１日から施行するとしたものです。 

 第２項につきましては、第１条の規定による改正

後の条例は、平成30年12月１日から適用するとした

ものです。 

 第３項につきましては、期末手当の内払いについ

て定めたものでございます。 

 続きまして、議案第354号赤平市職員の給与に関す

る条例の一部改正の内容につきまして、別紙参考資

料の対照表によりご説明を申し上げます。 

 第１条でございますが、第12条の２は宿日直手当

を定めておりますが、第１項につきましては宿日直

手当で、常直的な勤務については月額２万1,000円を

２万2,000円を限度に、同項第１号では市立病院以外

の宿日直4,200円を4,400円に、5,500円を5,700円に、

第３号では市立病院の看護師の宿日直7,200円を

7,400円に、9,400円を9,600円に、第４号では市立病

院の医師及び看護師以外の職員の宿日直6,300円を

6,500円に、8,200円を8,500円に、それぞれ国家公務

員の給与の改正に合わせ、所要の改定を行うもので

す。 

 第15条の５第２項につきましては、勤勉手当の支

給率について、本年度既に６月分を支給しておりま

すことから、人事院勧告に準じ、12月に支給する場

合において職員につきましては100分の90を100分の

95に、管理職につきましては100分の110を100分の

115に、再任用職員につきましては100分の42.5を100

分の47.5に改定するため、それぞれ字句を改めるも

のです。 

 別表第１につきましては、人事院勧告に準じ、行

政職の給料表の改定を行うものでございます。 

 別表第２の医療職給料表（２）及び医療職給料表

（３）につきましても、行政職同様に人事院勧告に

準じて改定するものであります。 

 参考資料の３ページから４ページをご参照願いま

す。第２条につきましては、人事院勧告に準じ、６

月期及び12月期を均等とするために、第15条の２第

２項につきましては、期末手当の支給率について職

員につきましては100分の130に、管理職につきまし

ては100分の110に、再任用職員につきましては100

分の72.5及び100分の62.5に、第15条の５第２項につ

きましては、勤勉手当の支給率について職員につい

ては100分の92.5に、管理職につきましては100分の

112.5に、再任用職員につきましては100分の45に改

定するため、それぞれ字句を改めるものであります。 

 附則でございますが、第１条といたしまして、こ

の条例は公布の日から施行し、第２条の規定は平成

31年４月１日から施行するとしたものです。 

 第２条につきましては、給与の内払いについて定

めたものでございます。 

 第３条につきましては、条例の施行に関し必要な

事項は規則で定めるとした委任について定めたもの

でございます。 

 以上、議案第353号及び議案第354号につきまして

一括してご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、一括質疑に入ります。質疑ありません

か。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第353号、第

354号については、行政常任委員会に付託いたしま

す。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第11 議案第355号赤平市

ふるさとガンバレ応援寄附条例の一部改正について

を議題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。総務課

長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 〔登壇〕 議案第355号赤

平市ふるさとガンバレ応援寄附条例の一部改正につ

きまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。 
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 いわゆるふるさと納税制度につきましては、本市

におきましても平成20年度より開始し、平成27年度

より寄附に対しまして返礼品をお送りすることと

し、当該年度につきましては寄附金額全額を基金へ

積み立て、また返礼品などの経費は一般財源を充当

し、対応しておりました。近年寄附金額の飛躍的な

伸びに伴い、返礼品などの経費も増大していること

から、寄附金額の一部を返礼品などのふるさと納税

関連経費に充当することを目的として所要の改正を

行うものでございます。 

 以下、改正内容につきまして、別紙参考資料の対

照表によりご説明を申し上げます。 

 第５条につきましては、基金への積み立てについ

て規定してございますが、ふるさと納税の推進に要

する経費の財源に充てた残額を基金に積み立てるも

のとして条を改めるものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、公布の日から

施行し、平成30年４月１日から適用するものでござ

います。 

 以上、ご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

木村議員。 

〇１番（木村恵君） ただいまの条例改正の説明の

中で、寄附金額が増加傾向にあり、経費がふえたこ

とが改正の理由というように聞こえたのですけれど

も、それ以外に改正の理由はないのでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） ふるさと納税に関します

歳入の当初予算でございますけれども、２億円を計

上してございます。このうち約50％は、返礼品です

とか各種手数料でございます。これらがかかります

ことから、２億円のご寄附があったといたしまして

も実質的には１億円程度の金額が使える金額という

ふうになります。これまでの取り扱いにつきまして

は寄附金額の全額について積み立ててまいりました

けれども、寄附金額が多くなりますと返礼品に対す

る歳出予算、これらにつきましても連動して多くな

りまして、この歳出予算の財源となります一般財源

も同じく大きくなるということから、寄附金、これ

を返礼品の財源に充てまして、その残額について基

金に積み立てるというものでございます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） やっぱり手数料がふえるから

ということなのですけれども、以前から財政調整基

金を取り崩して補正で経費に充てたりということ

で、寄附金は全額応援基金に積み立てるということ

に対して、私も含め、ほかの議員からも指摘があっ

たと思うのです、以前から。それで、そういった理

由もあるのかなと思いまして、それでは寄附金額が

ふえなければ、別に今までどおり全額入れてもよか

ったということになるのかと思うので、ちょっと疑

問が残るのです。なぜこの時期の改正になったのか

お伺いします。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） これまでもふるさと納税

の基金への積み立てにつきまして各種ご指摘をいた

だいたというふうに思っております。これまで赤平

市の取り扱いと同じく寄附金の全額を積み立ててい

るという自治体もございますけれども、寄附金の総

額が多額の場合には歳出予算の財源に充てていると

いう自治体もございます。こういったことから、返

礼品等の財源に充てて、残額を基金に積み立ててい

る自治体の条例調査いたしまして、文言等の整理も

行って、関係課との協議検討に期間を要しましたこ

とから、このたびの条例改正提案というふうになっ

たところでございます。 

〇議長（北市勲君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第355号につ

いては、行政常任委員会に付託いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第12 議案第356号赤平市
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水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに

水道技術管理者の資格基準に関する条例等の一部改

正についてを議題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。総務課

長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 〔登壇〕 議案第356号赤

平市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並

びに水道技術管理者の資格基準に関する条例等の一

部改正につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げ

ます。 

 学校教育法の一部を改正する法律により、深く専

門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を

担うための実践的かつ応用的な能力を育成、展開す

ることを目的とする新たな高等教育機関として専門

職大学及び専門職短期大学の制度が設けられました

が、この改正法を受け、資格要件を定める条例の基

準となる政省令の規定が改正され、平成31年４月１

日から施行されますことから、赤平市水道布設工事

監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準に関する条例、赤平市放課後児童健全

育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

及び赤平市廃棄物処理施設条例につきまして所要の

改正を行うものでございます。 

 以下、改正の内容につきまして、別紙参考資料の

対照表によりご説明を申し上げます。 

 第１条関係は、赤平市水道布設工事監督者の配置

基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

に関する条例の一部改正でございますが、第３条に

つきましては布設工事監督者の資格を、第４条につ

きましては水道技術管理者の資格をそれぞれ規定し

てございますが、専門職大学に係る規定を追加する

ことから、字句を追加する等、改めるものでござい

ます。 

 第２条関係は、赤平市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

でございますが、第10条第３項につきましては放課

後児童支援員について定めてございますが、同様に

専門職大学に係る規定を追加することから、字句を

追加するものでございます。 

 第３条関係は、赤平市廃棄物処理施設条例の一部

改正でございますが、第５条につきましては技術管

理者の資格について定めてございますが、これも同

様、専門職大学に係る規定を追加することから、字

句を追加するものであります。 

 附則といたしまして、この条例は、平成31年４月

１日から施行するものでございます。 

 以上、ご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第356号につ

いては、行政常任委員会に付託いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第13 議案第357号平成30

年度赤平市一般会計補正予算、日程第14 議案第358

号平成30年度赤平市国民健康保険特別会計補正予

算、日程第15 議案第359号平成30年度赤平市後期高

齢者医療特別会計補正予算、日程第16 議案第360

号平成30年度赤平市下水道事業特別会計補正予算、

日程第17 議案第361号平成30年度赤平市介護保険

特別会計補正予算、日程第18 議案第362号平成30

年度赤平市水道事業会計補正予算、日程第19 議案

第363号平成30年度赤平市病院事業会計補正予算を

一括議題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。財政課

長。 

〇財政課長（尾堂裕之君） 〔登壇〕 議案第357

号から議案第363号までの各会計補正予算につきま

してご説明申し上げますが、金額の増減を伴わない

財源補正及び給与改定、人事異動による調整を理由

に行う職員給与費、事業支弁等人件費関連の補正に

つきましては、内容の説明を省略させていただきま

す。 
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 議案第357号、一般会計補正予算（第３号）につき

ましては、第１条で歳入歳出にそれぞれ１億7,516

万8,000円を追加し、予算の総額を113億7,825万

2,000円とするものであります。 

 また、第２条で、平成31年４月に機器更改予定の

住民基本台帳ネットワークシステムにつきまして、

本年度からの６年間、限度額294万円の債務負担行為

を設定するものであります。 

 初めに、歳出予算について説明申し上げますので、

事項別明細書６ページをお願いいたします。 

 ２款１項３目電算管理費124万8,000円の増額は、

ＬＧＷＡＮ系のセキュリティー対策としてウイルス

対策ソフト使用料を計上するほか、選挙事務及び新

年度予算編成事務等により不足するノートパソコン

６台を購入するための備品購入費です。 

 ５目財政管理費１億2,049万3,000円の増額は、今

回の補正による歳入超過額を市債の償還に必要な財

源を確保することを目的に積み立てるものです。 

 ９目企画費1,210万6,000円の増額は、決算見込み

によるふるさとガンバレ応援寄附金１億2,000万円

の増額に伴う返礼品や手数料等の費用を増額するほ

か、寄附金からふるさと納税に要する経費の財源に

充てた残額を基金に積み立てるための条例改正によ

り、あかびらガンバレ応援基金積立金6,578万7,000

円を減額するものです。 

 14目市民生活費469万8,000円の増額は、遊休施設

の山手地区集会所を倒壊の危険により緊急に除却す

るための工事請負費です。 

 ８ページをお願いいたします。３項１目戸籍住民

基本台帳費84万円の増額は、電算室の移設に伴い、

住基ネットサーバー等を移設するための経費として

住民基本台帳ネットワークシステム等移設業務委託

料を計上するものです。 

 10ページをお願いいたします。４項２目知事及び

道議会議員選挙費570万3,000円、同じく３目市長及

び市議会議員選挙費97万8,000円の増額は、統一地方

選挙に必要な期日前投票立会人等の報酬並びに準備

に必要な費用を計上するものです。なお、知事及び

道議会議員選挙費に総務費道委託金347万4,000円を

充当するもので、道支出金の不足額は翌年度で精算

されることとなります。 

 12ページをお願いいたします。３款１項３目老人

福祉費63万6,000円の増額は、寿の家住友老人クラブ

トイレ便器等の改修に48万6,000円を計上するほか、

今後の緊急修繕の対応費用として修繕料15万円を増

額するものです。 

 ６目国民年金費４万4,000円の増額は、産前産後免

除に要するシステム改修委託料の執行残10万8,000

円を減額するほか、学生納付特例申請書様式の見直

しに要するシステム改修委託料として15万2,000円

を増額するもので、民生費委託金27万円が充当され

ます。 

 16ページをお願いいたします。４款１項５目環境

衛生費５万9,000円の増額は、空家等対策計画の策定

及び変更並びに実施等に関する協議を行うため、赤

平市空家等対策協議会の設置に伴い、同協議会にか

かわる委員の報償費を計上するものです。 

 18ページをお願いいたします。２項２目じん芥処

理場費320万円の増額は、じん芥処理場の通常覆土に

加え、閉鎖に向けた築堤の整形などにより作業用重

機の作動時間がふえたことから、燃料費90万円を増

額するほか、重機及び水処理用のポンプ故障などに

よる修繕料230万円を増額するものです。 

 20ページをお願いいたします。６款１項７目基幹

水利施設管理費642万円の減額は、エルムダム管理主

任技術者の募集に対し応募者がいなかったことか

ら、人件費等を減額するもので、その財源の農林水

産業費負担金546万3,000円もあわせて減額となりま

す。 

 22ページをお願いいたします。７款１項１目商工

業振興費699万4,000円の増額は、申請件数の増加に

より赤平市起業支援事業補助金260万円を増額する

ほか、新規融資件数の増加により中小企業補償料補

給補填金420万5,000円、中小企業利子補給補填金18

万9,000円をそれぞれ増額するもので、赤平市起業支

援事業補助金の増額には赤平創生基金繰入金を同額
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充当するものです。 

 ２目観光費300万円の増額は、赤平市を舞台とした

ドラマ等の撮影に伴い、まちのＰＲ等の効果を期待

し、撮影にかかわる経費の一部をサポートするため、

赤平観光協会補助金を増額するもので、あかびらガ

ンバレ応援基金繰入金を同額充当するものです。 

 ３目エルム高原施設費100万円の増額は、当初予定

していなかったオートキャンプ場ののり面崩壊修繕

等を行ったため、今後の緊急修繕対応費用として修

繕料を増額するものです。 

 26ページをお願いいたします。８款５項１目住宅

管理費1,647万3,000円の増額は、昨年の大雪の影響

による軒先及び煙突の修繕のほか、新規及び現入居

者の住宅修繕を対応したことにより今後の住宅修繕

対応費用の不足が予想されるために、修繕料1,600

万円を増額、家屋の老朽化等により住宅の移転が増

加したことから、市営住宅等移転補償金47万3,000

円を増額するものです。 

 30ページをお願いいたします。12款１項１目、２

目及び７目、各特別会計への繰出金につきましては、

人事異動及び給与改定等に伴う職員給与費等補正分

のほか、繰越金の予算計上に伴う歳入不足額及び超

過額を調整するものです。 

 戻りまして、事項別明細書４ページをお願いいた

します。次に、歳入ですが、決算見込み等による歳

出補正に伴い、負担金、国、道支出金、繰入金及び

諸収入をそれぞれ増減するほか、収入見込みにより

ふるさとガンバレ応援寄附金を１億2,000万円増額、

平成29年度決算に基づく剰余金を全額計上するため

に繰越金を4,901万3,000円増額するものです。なお、

ふるさとガンバレ応援寄附金の11月末日収入実績額

は、市内寄附金分も含め約１億9,000万円となってお

ります。 

 続きまして、議案第358号平成30年度赤平市国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）につきましてご

説明申し上げます。 

 国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につき

ましては、第１条で歳入歳出にそれぞれ92万8,000

円を追加し、予算の総額を15億5,185万5,000円とす

るものであります。 

 事項別明細書６ページをお願いいたします。歳出、

１款１項１目一般管理費40万9,000円の増額は、臨時

職員の最低賃金及び労働時間の増加により13万

9,000円を増額するほか、国保制度改革にかかわる国

民健康保険事業報告システム改修委託料27万円を増

額するもので、保険給付費等交付金27万円が充当さ

れます。 

 ８ページをお願いいたします。８款１項３目償還

金51万9,000円の増額は、平成29年度の高額医療費共

同事業負担金の精算による国、道、支払基金支出金

等の還付金で、その財源として国民健康保険財政調

整基金から同額繰り入れるものです。 

 続きまして、議案第359号平成30年度赤平市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきまして

ご説明申し上げます。 

 後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

きましては、第１条で歳入歳出にそれぞれ３万5,000

円を追加し、予算の総額を２億4,340万4,000円とす

るものであります。 

 事項別明細書８ページをお願いいたします。歳出、

４款１項１目保険料還付金5,000円の増額は、還付件

数増加に伴う過誤納還付金であり、４ページの歳入

は、平成29年度決算に基づく剰余金の全てを繰越金

として予算計上し、本補正の歳入超過額を一般会計

繰入金で調整するものです。 

 続きまして、議案第360号平成30年度赤平市下水道

事業特別会計補正予算（第１号）につきましてご説

明申し上げます。 

 下水道事業特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、第１条で歳入歳出にそれぞれ145万1,000円

を追加し、予算の総額を５億6,486万5,000円とする

ものであります。 

 事項別明細書６ページをお願いいたします。歳出、

１款１項４目公共下水道維持管理費105万7,000円の

増額は、人件費関連以外にマンホール等の補修とし

ての工事請負費100万円を増額するもので、４ページ
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の歳入は、今回の補正による歳入不足額を補填する

ため、平成29年度決算に基づく剰余金の一部、繰越

金145万1,000円を増額するものです。 

 続きまして、議案第361号平成30年度赤平市介護保

険特別会計補正予算（第２号）につきましてご説明

申し上げます。 

 介護保険特別会計補正予算（第２号）につきまし

ては、第１条で歳入歳出からそれぞれ772万6,000円

を減額し、予算の総額を15億4,845万1,000円とする

ものであります。 

 事項別明細書６ページをお願いいたします。歳出

ですが、１款１項１目一般管理費785万9,000円の減

額は、人件費関連以外に、台風の影響で出張が中止

となったことによる旅費８万2,000円の減額、認定調

査にかかわる市外出張の増加による燃料費４万

2,000円、コピー機の故障により修繕料４万円を増額

するものです。 

 ８ページ以降の歳出につきましては、人件費関連

及び給与費の決算見込みに伴い、それぞれ予算を増

減するもので、詳細の説明を省略させていただきま

す。 

 戻りまして、４ページをお願いいたします。歳入

ですが、歳出補正に伴い、国、道支出金、支払基金

交付金、繰入金をそれぞれ補正するほか、今回の補

正による歳入不足額を補填するため、介護給付費準

備基金繰入金18万円を増額するものです。 

 続きまして、議案第362号平成30年度赤平市水道事

業会計補正予算（第２号）につきましてご説明申し

上げます。 

 １ページをお願いいたします。給与改定、人事異

動に伴う人件費関連予算を調整するため、第２条で

収益的支出の予定額、第３条で経費の金額を414万

6,000円減額するものであります。 

 続きまして、議案第363号平成30年度赤平市病院事

業会計補正予算（第３号）につきましてご説明申し

上げます。 

 １ページをお願いいたします。給与改定に伴う人

件費関連予算を調整するため、第２条で収益的支出

の予定額、第３条で経費の金額を289万2,000円増額

するものであります。 

 以上、議案第357号から第363号につきまして一括

してご提案申し上げますので、よろしくご審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、一括質疑に入ります。質疑ありません

か。木村議員。 

〇１番（木村恵君） ４点伺います。 

 まず、財政課に１点伺いますけれども、事項別明

細書６ページ、２款１項５目財政管理費１億2,049

万3,000円の増額について、減債基金への積み立てと

いうことですが、決算時に剰余金の２分の１を下回

らない金額積み立てるということになっております

が、今積み立てを行う理由として、歳入超過額があ

るので、積み立てるということでした。これは財政

調整基金ということもあると思いますが、減債基金

にした理由をもう少しお伺いしたいということと、

２点目は市民生活課に伺いますが、同じページの14

目市民生活費469万8,000円の増額、山手地区集会所

の除却工事ということで、緊急を要するという説明

だったと思いますが、具体的にどうなっているのか、

使用されなくなってからの経過をお伺いしたいと思

います。 

 18ページ、４款２項２目じん芥処理場費320万円の

増額について、11節の修繕料230万円の内訳といいま

すか、重機、ポンプ等ということでありましたが、

ほかにどういったものがあるのか、今後予定されて

いる旧処理場閉鎖に係るものだから今行う必要があ

るというものなのかどうかお伺いします。 

 最後の１点、農政課に伺います。20ページ、６款

１項７目基幹水利施設管理費642万円の減額につい

て、エルムダムの管理者の応募がなかったというこ

とです。管理者が採用できないことでの問題はあり

ませんか。 

 以上、４点お伺いします。 

〇議長（北市勲君） 財政課長。 

〇財政課長（尾堂裕之君） 減債基金積立金の件に
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つきまして回答させていただきたいと思います。 

 まず、今回の歳入超過額につきまして、方法は２

通りあります。１つは財政調整基金の繰入金を減額

する、もう一つは今回のように減債基金の積立金に

するということだったのですが、国が示す財政基金

の標準的なものは標準財政規模の２割と言われてい

るものですから、そうしますと赤平市では９億5,000

万程度となることから、そこのところぐらいを財政

調整基金で保有することが財政運営上適当と考えて

おります。という理由から、今回の歳入超過額につ

きましては将来の起債の償還に積み立てることのほ

うがよいとの判断から、減債基金積立金とさせてい

ただいたところです。なお、今回補正後の減債基金

の積立金ですが、４億3,300万円程度となる予定とな

っております。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 私のほうから、市

民生活費の旧山手地区集会所の除却工事についてま

ずご説明させていただきます。当該集会所につきま

しては、平成28年度より未使用となっておりまして、

昨年の大雪と老朽化によりまして一部屋根が潰れま

して、倒壊の危険があることから、今般予算を計上

させていただいたところでございます。 

 次に、じん芥処理場費のほうの修繕料でございま

すが、先ほど説明がありましたポンプ修理のほか、

処理場閉鎖に向けまして築堤だとか布団かご、浸透

ます等の修繕がございまして、その費用を計上させ

ていただいておりますが、このほかこれらの作業に

使いました重機の故障のために予算を計上させてい

ただいたところでございます。 

 よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 農政課長。 

〇農政課長（若狹正君） エルムダムの応募がなか

ったことで問題はないかということですが、河川法

の第50条の規定により、ダムを管理する者はダム管

理主任技術者を置かなければならないということが

あります。現在は退職をした嘱託職員を引き続き継

続して採用するということになっておりますので、

今のところは問題ないと考えております。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） ２点、もう一度聞きます。 

 まず、減債基金のほうなのですけれども、国の示

す９億5,000万程度までは財調を保つと、今後はこの

考え方が、将来の起債の償還に向けて減債基金のほ

うにという考え方が維持されていくのかどうかをお

伺いしたいというふうに思います。 

 それと、ダムのほうなのですけれども、嘱託の方

が今管理者を行っているということですけれども、

ということは新採用ということで来年度も引き続き

募集をかけていかなければならないという考え方な

のかお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 財政課長。 

〇財政課長（尾堂裕之君） お答えさせていただき

ます。 

 木村議員ご指摘のように、先ほども申し上げまし

たが、９億5,000万円程度になるまでは減債基金積み

立てのほうを優先して行ってまいりたいと思いま

す。ただし、いろんな事情で９億5,000万下回った場

合には、財政調整基金への積み立てということも視

野に入れていきたいと思っております。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 農政課長。 

〇農政課長（若狹正君） 平成31年度の職員採用と

いうことで現在進めております。31年については、

今のところ応募があったということで、この後の手

続を進めている最中であります。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第357号、第358号、第359号、第360号、第361

号、第362号、第363号については、行政常任委員会
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に付託いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第20 議案第364号人権擁

護委員の推薦についてを議題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。市長。 

〇市長（菊島好孝君） 〔登壇〕 議案第364号人権

擁護委員の推薦につきまして、提案の趣旨をご説明

申し上げます。 

 現在人権擁護委員としてご活躍をいただいており

ます中根大氏が明年３月31日をもちまして任期満了

となるため、後任の推薦につきまして札幌法務局長

から依頼がありましたので、下記の者を推薦いたし

たく、議会の意見を求めるものでございます。 

 記といたしまして、中根大、生年月日、昭和48年

８月25日、現住所、赤平市東文京町２丁目４番地２

でございます。 

 なお、任期は明年４月１日からでございますが、

札幌法務局を経由し、法務大臣の任命行為となりま

すので、本定例会でご意見を賜らなければ時間的余

裕がございませんことをご理解いただきたいと思い

ます。 

 中根大氏の経歴につきましてはお手元の参考資料

のとおりでございまして、人格、識見ともに高く、

また地域の方々の信望も厚く、人権擁護委員として

適任と考えますので、よろしくご審議賜りますよう

お願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） これより、質疑に入ります。

質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第364号については、会議規則第36条第３項の

規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第364号については、委員会の付託を

省略することに決定いたしました。 

 これより、討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、議案第364号について採決をいたしま

す。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり同意されました。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第21 報告第38号専決処

分の報告についてを議題といたします。 

 本件に関する提案理由の説明を求めます。総務課

長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 〔登壇〕 報告第38号に

つきましてご説明申し上げます。 

 指定されております専決処分事項のうち、第２項

の市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解、あっ

せん、調停及び仲裁に関することに基づき、市営住

宅の滞納家賃の支払いの請求に関する裁判上の和解

につきまして専決処分を行いましたことから、議会

にご報告するものでございます。 

 別添の専決処分書でご説明申し上げます。件数は

４件で、１件目につきましては、相手方が市営住宅

の家賃11万2,900円を滞納しておりましたことから、

平成30年10月に滝川簡易裁判所に対し支払い督促の

申し立てを行いました。しかし、その後相手方が分

割払いを希望するといたしまして、督促異議の申し

立てがございましたことから訴訟に移行したもの

で、この間に新たに納期を経過した１カ月分の家賃

5,700円を加える申し立てを行い、請求額を11万

8,600円と改めた上で平成30年11月27日、口頭弁論に

出頭いたしましたところ、平成30年12月から8,000

円ずつ、毎月末日に限り持参または送金して支払う

ことで裁判上の和解をしたものであります。 



 －32－ 

 ２件目につきましては、相手方が市営住宅の家賃

26万404円を滞納しておりましたことから、平成30

年10月に滝川簡易裁判所に対し支払い督促の申し立

てを行いました。しかし、その後相手方が分割払い

を希望するといたしまして、督促異議の申し立てが

ございましたことから訴訟に移行したもので、この

間に新たに納期を経過した１カ月分の家賃9,000円

を加える申し立てを行い、請求額を26万9,404円と改

めた上で平成30年11月27日、口頭弁論に出頭いたし

ましたところ、平成30年12月から１万6,000円ずつ、

毎月末日に限り持参または送金して支払うことで裁

判上の和解をしたものであります。 

 ３件目につきましては、相手方が市営住宅の家賃

25万7,650円を滞納しておりましたことから、平成30

年10月に滝川簡易裁判所に対し支払い督促の申し立

てを行いました。しかし、その後相手方が分割払い

を希望するといたしまして、督促異議の申し立てが

ございましたことから訴訟に移行したもので、この

間に新たに納期を経過した１カ月分の家賃9,300円

を加える申し立てを行い、請求額を26万6,950円と改

めた上で平成30年11月27日、口頭弁論に出頭いたし

ましたところ、平成30年12月から１万円ずつ、毎月

末日に限り持参または送金して支払うことで裁判上

の和解をしたものであります。 

 ４件目につきましては、相手方が市営住宅の家賃

13万9,500円を滞納しておりましたことから、平成30

年10月に滝川簡易裁判所に対し支払い督促の申し立

てを行いました。しかし、その後相手方が一括払い

を希望するといたしまして、督促異議の申し立てが

ございましたことから訴訟に移行したもので、この

間に新たに納期を経過した１カ月分の家賃１万

5,500円を加える申し立てを行い、請求額を15万

5,000円と改めた上で平成30年11月27日、口頭弁論に

出頭いたしましたところ、一括にて平成30年12月末

日に限り持参または送金して支払うことで裁判上の

和解をしたもので、以上４件につきまして平成30年

11月27日に専決処分をしたものでございます。 

 以上、報告第38号につきましてご説明申し上げま

した。よろしくご了承くださいますようお願い申し

上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております報告第38号につい

ては、報告済みといたします。 

                       

〇議長（北市勲君） お諮りいたします。 

 委員会審査のため、あす12日、１日休会いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、あす12日、１日休会することに決しまし

た。 

                       

〇議長（北市勲君） 以上をもって、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午前１１時３７分 散 会） 
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